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 令和２年度 第１回杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会 

日時 令和２年８月２７日（木）午後３時30分～午後5時 

場所 杉並区役所 中棟4階 第２委員会室 

出席者 委員 井上、小笠原、正木、松枝、斎藤 

条例第 13 条に

よる出席者 

 

説明員（区） 土木担当部長 

狭あい道路整備課長 

土木管理課長 

建築課長 

事務局 

傍聴 なし 

配布資料 事前 

 

・開催通知 

 

 当日 ・次第 

・令和元年度 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況（暫定版） 

・狭あい道路の拡幅に関する条例施行規則 

・狭あい道路支障物件設置の禁止に関する取扱要領 

・支障物件に対する取組の流れ 

会議次第 １  開 会 

２  土木担当部長挨拶 

３  委嘱状の交付 

４  委員挨拶 

５  会長及び副会長の選出 

６  議 事 

1令和元年度実施状況報告について 

2令和 2年度取組状況について 

７  その他 

    ・次回の協議会日程調整 

８  閉 会 

 

 



 

 

 1 

令和２年度第１回杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会 

 

狭あい道路整備課長 それでは、令和２年度第１回杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会を始

めさせていただきます。 

 当初、５月に第１回協議会の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から、本日まで延期とさせていただきました。また、

今回より新たなメンバー構成によりまして、調査、ご審議のほど行っていただ

くことになりましたので、よろしくお願いいたします。後ほど委嘱状の交付を

させていただきます。 

 では、初めに、協議会の開催に先立ちまして、区長を代理して土木担当部長

の友金よりご挨拶申し上げます。 

土木担当部長   皆さん、こんにちは。土木担当部長の友金でございます。本日はお忙しい中、

令和２年度の第１回協議会にご出席いただきましてありがとうございます。 

 本協議会につきましては、平成 28 年の８月から、前会長をはじめ委員の皆

様からご協力を頂いてまいりました。協議会発足から４年が経過しまして、今

月の２日をもって２回目の委員の任期が満了となり、このたび前会長が退任さ

れることになりました。 

 今期からは条例改正の際にもご尽力いただいた井上様に新たに委員をお引き

受けいただくことになりましたので、よろしくお願いいたします。また、他の

委員の皆様におかれましては引き続きお引き受けいただけるということでござ

いますので、ありがとうございます。大変心強く感じております。 

 区では、昨年度、協議会から頂いた答申を踏まえまして、重点整備路線や支

障物件の取組の強化を図るために条例施行規則の改正、そして、支障物件設置

の禁止に関する取扱要綱の策定を行ってまいりました。今後も区の重点施策で

ある狭あい道路の拡幅整備に向けて職員一丸となって取り組んでまいりますの

で、委員の皆様方におかれましてもより一層のお力添えをお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。 

狭あい道路整備課長 部長、ありがとうございました。 

 ただいま部長より紹介がありましたとおり、井上様につきましては、平成

26 年・27 年度に杉並区狭あい道路拡幅整備に関する審議会の委員として条例

改正についてご審議、ご答申を頂き、また、平成 21 年度より現在まで、杉並

区建築審査会の委員としてもご尽力いただいております。 
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 また、杉並消防署警防課長の白鳥委員も４月１日付で人事異動となりました。

かわりまして、新たに異動されてまいりました斎藤様が委員となられましたの

で、今後ともよろしくお願いいたします。 

 井上様、斎藤様には、委嘱状の交付を行った後にご挨拶を頂きたいと思いま

す。 

 なお、今回の協議会の開催に合わせまして、前会長から、退任に伴いまして、

協議会委員、事務局に対し挨拶文が届いております。私からご紹介させていた

だきます。各委員の皆様には机上に配付しておりますので、御覧になってくだ

さい。 

 

協議会委員および事務局ご一同さま 

 

 狭あい道路の協議会では、長らく会長職としてお世話になり、有難うござい

ました。おかげさまで真摯な議論を重ねることができ、この事業の推進に関し、

種々の貢献ができたと考えます。これもひとえに、事務局各位を含めた皆様の

ご尽力によるところと御礼申し上げます。 

 委員の皆さまには、今後も必要にして十分な議論をお進め願い、より良い、

安全な住まいの環境をつくっていくことにご尽力いただきたいと思います。事

務局へは、現場に出ている職員の目で、状況をカラーの資料やパワーポイント

で説明する方法の継続をお願いいたします。現場の状況や職員の努力について、

委員の理解が進むと思います。 

 なお、付言すれば、新委員の井上隆さんは、半世紀に近い友人で、一貫して

都市計画事務所に籍を置き、各都市のさまざまな計画づくりに邁進してきまし

た。狭あい道路につきましても、私と一緒に 30 年以上前から実態調査や対応

施策の検討に努力され、著作もまとめられるなど、この分野の有数かつ希少な

専門家であります。協議会でもその知見を大いに生かしてくださるものと期待

しております。 

 以上、貴協議会及び事務局の皆さまの一層の発展を願いつつ、ご挨拶とさせ

ていただきます。 

令和２年８月27日 

前委員 高見澤邦郎 
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 以上となります。 

 また席上には、これまで区が昭和 58 年より現在まで取り組んできました

「杉並区狭あい道路拡幅整備事業の変遷」という資料を配付しておりますので、

併せてご確認ください。クリップ留めになっている資料になっております。 

 次に、協議会の開催に当たりまして、改めて７人の委員の皆様に委嘱状の交

付を行います。なお、委嘱状につきましては、時間の関係上、席上配付とさせ

ていただきますので、ご了承いただきたく存じます。 

 委員の皆様のお名前だけご紹介させていただきます。 

 小笠原勝也様、松枝廣太郎様、幸田雅治様、正木順子様、井上隆様、大塚晋

次様、斎藤秀夫様。 

 なお、〇〇委員と杉並警察署交通課長の〇〇委員につきましては、事前に本

日は欠席との連絡を頂いております。 

 それでは、委員の皆様から簡単にご挨拶を頂きたいと存じます。 

 初めに、〇〇委員よりよろしくお願いします。 

委員       私は、前回からこの狭あい道路の拡幅に関する協議会に入っておりますが、

杉並区の法律相談委員会というのがございまして、杉並区の区役所で法律相談

をやっております。その関係で、杉並法曹会の推薦でここの委員として参加さ

せていただいております。どうぞよろしくお願いします。 

狭あい道路整備課長 続きまして、〇〇委員、お願いします。 

委員       松枝でございます。私、杉並区内にある建築・設計関係の団体、３団体の連

合体である杉並建築会から委員として推薦されてこの協議会に参加させていた

だいております。もともとは都市計画の中でも再開発の仕事をコンサルタント

として長いことやっていたのですが、最近は区のお仕事のお手伝いとか、細々

とした地域の建築に絡んだお仕事をさせていただいている状況でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

狭あい道路整備課長 続きまして、〇〇委員、お願いします。 

委員       弁護士の正木順子でございます。私は、ふだん建築審査会ですとか、行政不

服審査会に関与させていただいておりまして、行政の分野で幾つかお仕事をさ

せていただいているところでございます。 

 都市計画のことについては知識が不十分なところもあろうかと思いますけれ

ども、法的な観点からこちらでお役に立てるように頑張りたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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狭あい道路整備課長 続きまして、〇〇委員、お願いします。 

委員       この場に初めて参加させていただきます井上です。先ほど高見澤さんの皆様

へのお手紙の中で私のことを「希少な専門家」という、要するにかなりニッチ

な世界をやっているという評価を頂きました。まさにそのとおりで、狭あい道

路の問題は、実は私、40年ぐらいおつき合いしております。 

 そういう中で、何でこの狭あい道路問題に興味を持っているかというと、本

業は都市計画なものですから、都市の再開発もありますけれども、都市の問題

をいろいろやっていますと、例えば人体で言えば毛細血管みたいなもので、こ

ういう狭あいな道路が実は都市を支えているのですね。ですから、この狭あい

な血管が詰まると細胞が死んで、そうすると人体もくたびれてくるわけです。 

 そういった意味では、都市の再生とか、都市が生き延びていくためには、こ

の毛細血管が元気でなければ、あるいは詰まらないようにしなければいけない

というポジションをこの道路問題は抱えているというのが一番大きいポイント

なので、杉並区さんはそういう意味での取組が、僕は全国の中でもかなり頑

張っている自治体だと思っています。そういった意味では、ほかの都市と比べ

れば相当先を走っている自治体だと思っているのです。 

 ただ、根本的な問題で、個人の権利と公共の福祉という、それがこの後退し

なければいけない空間にまさに表れていまして、個人の主張が強いとそこに支

障物件を置くし、公共性がある人はちゃんとした空間として確保していただけ

るという構造が個人と公共の福祉の中で実際起こっているわけですね。道とい

うのは通っていないとだめなものですから、１か所出っ張っていると毛細血管

は詰まるのですね。そういった意味では、やはりこの問題は非常に大事な問題

ではないかなと思っております。 

 ちょっと長くなりましたが、そういう問題意識で取り組んでいきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

狭あい道路整備課長 引き続きまして、〇〇委員、お願いします。 

委員       ４月から杉並消防署の警防課長に着任いたしました。前任を引き継いで、引

き続き委員ということでよろしくお願いいたします。 

 私、杉並区は初めての勤務で、まさに日々の消防活動、救急活動で狭あい道

路、この都市の中での活動ということでいろいろ厳しさを実感しているところ

なので、またこれからお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願いいた

します。以上です。 
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狭あい道路整備課長 委員の皆様、ありがとうございました。これから２年間、調査、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日出席しております区の職員を私から紹介させていただきま

す。 

 土木担当部長、友金幸浩でございます。 

土木担当部長   よろしくお願いいたします。 

狭あい道路整備課長 建築課長、伊藤克郎でございます。 

建築課長     よろしくお願いいたします。 

狭あい道路整備課長 土木管理課長、土肥野幸利でございます。 

土木管理課長   よろしくお願いします。 

狭あい道路整備課長 昨年度まで特命事項担当副参事でおりましたが、今回はオブザーバーとし

て出席しております、浅井文彦でございます。 

オブザーバー   非常勤職員になりまして、事務局のオブザーバーとして参加しております。

よろしくお願いします。 

狭あい道路整備課長 それでは、新たな協議会としまして、会長の選出をお願いいたします。 

 会長の選出につきましては、杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例第 11 条

第１項の規定に基づき、委員の互選によると定められております。 

 選出の議事進行は、私、狭あい道路整備課長が務めさせていただきたいと存

じますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

狭あい道路整備課長 それでは、会長の選出につきまして、どなたかご推薦いただきたいと存じ

ます。 

委員       今までのお話のとおり、〇〇先生は狭あい道路の専門家でありますし、この

前会長のご挨拶にもありましたように、半世紀に近い友人でもあって、「有数

かつ希少な専門家であります」と書かれておりますので、これ以上適任な会長

はいないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。（拍手） 

狭あい道路整備課長 ただいま〇〇委員から、会長は過去の実績等を踏まえまして〇〇委員との

ご推挙がございました。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

狭あい道路整備課長 ご意見がないようですので、〇〇委員、お引き受けいただけますでしょう

か。 
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委員       さっきあった「有数」ではなく、稀に見るようなことをやっているというこ

とで、皆さんの協力を得てやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

狭あい道路整備課長 それでは、〇〇委員に会長をお願いしたいと存じます。 

 続きまして、副会長の選任につきまして、杉並区狭あい道路の拡幅に関する

条例第 11 条第３項の規定に基づきまして、会長よりご指名いただきたいと存

じます。よろしくお願いいたします。 

会長       これまでも副会長をやられているということで、運営にも長けていらっしゃ

ると思いますので、私は〇〇先生に副会長をお願いできればと思いますが、皆

さんいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

狭あい道路整備課長 ただいま〇〇委員から、副会長は引き続き〇〇委員とのご指名がありまし

た。〇〇委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

委員       〇〇会長と違って、何の専門的知識もなく、経験も実績もないのですが、ご

指名ですので引き受けさせていただきます。 

狭あい道路整備課長 それでは、〇〇委員に副会長をお願いしたいと存じます。よろしくお願い

いたします。ありがとうございました。 

 ただいま会長、副会長をお決めいただきましたので、会長 〇〇委員、副会

長 〇〇委員と名札を入れ替えさせていただきたいと思います。 

 ここで若干お時間を頂きまして、委員名簿を配付させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、これから〇〇会長に議事の進行をお願いいたしたいと思います。

〇〇会長、よろしくお願いします。 

会長       それでは、令和２年度第１回杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会をこれ

から開会したいと思います。 

 議事に先立って、事務局から報告があるようなので、お願いいたします。 

狭あい道路整備課長 本日は〇〇委員と〇〇委員が欠席ですが、協議会委員７名のうち５名の委

員が出席されておりますので、令和２年度第１回杉並区狭あい道路の拡幅に関

する協議会は有効に成立しております。 

 また、協議会記録のため、写真撮影と録音をさせていただきますので、ご了

承ください。 

会長       詳しく知らないのですが、委員の過半数の出席で成立ということですか。 
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狭あい道路整備課長 はい。半数以上の出席で成立になります。 

会長       分かりました。 

 あと、本日の議事録への署名ですけれども、第１回ということもあるので、

〇〇先生にお願いできればと思うのですが、よろしくお願いします。 

 それから、規定では傍聴ができるとなっていますが、それはどうでしょうか。 

狭あい道路整備課長 本日の傍聴の申出はございません。 

会長       では、今日の次第に沿った議事に進みたいと思います。 

 ６番の「議事」について、事務局からご報告をお願いしたいと思います。 

狭あい道路整備課長 それでは、事務局より本日の議事について説明をいたします。 

 まずは、初めに令和元年度の施策の実施状況の報告、次に、昨年度の答申を

踏まえた令和２年度の取組状況についての報告をさせていただきます。最後に、

その他といたしまして、次回の令和２年度第２回協議会の日程調整について説

明をさせていただきます。 

 では、初めに、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、次第です。次に「令和元年度 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施

状況（暫定版）」。続きまして「狭あい道路の拡幅に関する条例施行規則」「狭

あい道路支障物件設置の禁止に関する取扱要領」「支障物件に対する取組の流

れ」、カラー刷りのフロー図となっています。あと「令和元年度第４回協議会

議事録」となります。 

 資料はお手元にございますでしょうか。不足されている方はお知らせくださ

い。 

 なお、令和元年度第４回協議会の議事録につきましては、事前に送付させて

いただいておりますが、修正のご指摘がなければ確定とさせていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和元年度の施策の実施状況について報告させていただきます。

資料は、「令和元年度 狭あい道路の拡幅に関する施策の実施状況（暫定版）」

を御覧ください。 

 それでは、１ページの「拡幅整備の取組」を御覧ください。 

 拡幅整備の延長につきましては、１）の区全域の表に記載がありますように、

令和元年度は7,410メートルでございました。ここ数年は年間8,000メートル

を超える実績となっておりましたが、令和元年度は若干減少した結果となって

ございます。 
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 建築確認の事前協議に伴う整備延長は年々減少傾向にありますが、ここ数年

は、こちらの写真の事例にありますように、建替えを伴わない箇所への戸別訪

問など、区の働きかけを強化してまいりました。その結果、２）の「折衝によ

る拡幅」の表に拡幅整備延長の記載がありますように、整備延長は延びてきて

おり、建築確認に伴う整備延長の減少を補う形となってございます。 

 次に、２ページのグラフを御覧ください。 

 条例を策定した平成元年度からの拡幅整備の実績となっております。拡幅整

備の件数につきましては、グラフに示すとおり、景気の状況が大きく影響して

おり、年々変動しておりますが、次の３ページのグラフに示すとおり、拡幅整

備の延長につきましては着実に延ばしてきております。 

 続きまして、４ページを御覧ください。 

 自動販売機や花壇などの「支障物件の取組」ですが、表に記載のとおりの実

績となっております。区では、平成 28 年度に条例を改正しまして、後退用地

に支障物件の設置を禁止いたしました。条例改正以降、区としてはこれ以上支

障物件を増やさないことに注力しまして、建築確認に伴う事前協議においては

未然防止に取り組んでまいりました。その結果、平成 30 年度末の調査では、

条例改正以降の建築確認に伴う事前協議における自主整備箇所での支障物件の

設置は全くなく、円滑な避難や通行のできる空間が確保されていることは、条

例の大きな効果であると考えているところでございます。 

 写真の箇所は、職員の粘り強い指導や働きかけによりまして解決に至った事

例でございますが、写真のように平成元年の条例施行以前に設置されている支

障物件につきましては、事前協議が行われていないことを原因に、解決するま

で長期化する課題が生じている状況となってございます。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 「電柱等移設の取組」につきましては、区では道路の拡幅整備に合わせて東

電やＮＴＴに電柱の移設を依頼しまして、円滑な通行のための道路空間の確保

に努めております。 

 表にございますように、着実に電柱の移設は行われておりますが、沿道の方

の反対等の理由がございまして、毎年度、十数本程度の未了物件が生じており

ます。拡幅整備後に突出したままの電柱というのは条例の目的でございます円

滑な避難や通行の確保の支障となるため、現在、東電やＮＴＴと協力体制を強

化しまして、解決に向け取り組んでいるところでございます。 
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 次に、門や塀の除却、築造費に対する「助成制度の取組」でございます。写

真のように建替えを伴わないで拡幅整備を検討されている区民の方々にとりま

しては、この助成制度は工事費の大幅な軽減ができるため、拡幅整備への動機

づけとなってございます。 

 グラフに示されているように、令和元年度は職員によります戸別訪問を強化

しました。そのことによりまして、建替えを伴わないもので折衝による助成金

の支出割合が大幅に増えてございます。今後も、区民の方の協力に有効なこの

助成制度を活用しながら拡幅整備を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、６ページ、７ページを御覧ください。 

 こちらは「重点整備路線の取組」でございます。重点整備路線の４路線の取

組の実績を記載してございます。拡幅整備の取組、支障物件の取組及び助成金

の実績につきましては記載のとおりとなってございます。この重点整備路線の

取組につきましては、後ほどパワーポイントを使って詳しく説明させていただ

きたいと思いますので、お願いします。 

 最後に、７ページの「普及啓発の取組」と８ページの「協議会の実施状況」

につきましては記載のとおりとなってございます。 

 ここからはパワーポイントを使って説明させていただきたいと思います。 

 続きまして、昨年度の重点整備路線の取組と支障物件の除却指導の取組につ

いてご説明いたします。私からは重点整備路線の２の取組状況について、こち

らを使って説明させていただきます。 

 スクリーンを御覧ください。 

 こちらの赤いところが重点整備路線の２です。阿佐ヶ谷駅の南口でございま

す。重点整備路線の２の取組につきましては、沿道の建築基準法に適合しない

違反建築物等が大きな要因となり、拡幅が進まないという課題があるため、こ

れまでは沿道の土地所有者に対して拡幅整備事業への協力を要請する文書を定

期的に郵送するなどの取組を行ってまいりました。その中でも、建築行政部署

におきまして、建築物の是正の指導を継続的に行ってきた建物もあります。 

 さらに昨年度は、こちらのスクリーンにありますように、試行的に重点整備

路線２の中心線の位置出しを行いまして、沿道の後退位置を区の主張線として

整備いたしました。沿道の店舗に関しまして、後退用地の中にある車止めや自

動販売機等について除却を要請してまいりました。 

 次に、こちらの重点整備路線の是正実績について報告させていただきます。 
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 この当該箇所につきましては、これまでも継続的に後退用地の中にある車止

めについて除却を要請してまいりました。こちらの車止めが後退用地の中に設

置されていたという状況になります。 

 さらに昨年度は、先ほど説明しましたとおり、区の主張線を整備して、店舗

に対して改めて要請を行ってまいりました。その後、この右側の写真にござい

ますように、店舗のほうで自主的に車止めを除却していただいてございます。 

 続きまして、これまでも継続的に建築物の是正の指導を行っている建物につ

いて、当該箇所につきましては約 60 センチ後退させる必要がございます。こ

れが是正する前の状況でございますけれども、道路に突出した形になっていま

す。この赤く囲んだ部分がその突出した部分になります。 

 それで、今回は、写真のとおり道路に突出している土間を壁際まで、約 40

センチなのですが、ここは壊していただきました。それで後退させて、一部是

正を行ったという形になってございます。まだ建物自体は突出している状況で

はございますけれども、今後も継続して本格的なセットバックを行うように指

導をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、重点整備路線の１、３、４の拡幅整備の進捗状況と、これまで

継続的に取り組んでいる重点整備路線内の３箇所の支障物件、これまでも協議

会のほうでご紹介させていただきましたけれども、それの取組状況及び支障物

件の是正事例について、担当より説明させていただきますので、よろしくお願

いします。 

狭あい道路整備推進係主査  では、私のほうから、重点整備路線の進捗状況ということでご説明させて

いただきます。 

 まず、以前の協議会でご説明させていただきました重点整備路線からご説明

させていただきます。 

 こちらの図ですが、赤いものは整備が済んでいるもので、以前の協議会で申

請中のものが１件ございました。黒いものが未整備のものとなっております。

今回、この申請中であったものの拡幅整備が終わっております。 

 もう１件、矢印の載っているところは事前協議ができましたので、こちらに

ついて進捗をご紹介します。 

 まず、拡幅整備ですが、こちらについては黄色いラインまで後退する必要が

あったものの整備が済みまして、現在このような形です。ここは後で説明いた

しますが、支障物件の車止めについても是正をされています。拡幅整備が済ん
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で、４メートルになったところでございます。こちらは逆側から見たところで

ございます。大分広くなって、通りやすくなりました。 

 こちらについては２件進捗がございましたので、整備済みが１件、申請中が

１件という状況になります。 

 続きまして、重点整備路線３ですが、こちらは申請中のものが幾つかありま

して、そのうち３件整備が済みました。もう１件、未整備のところも申請を頂

いて、今年度、工事が終わっております。 

 まず、この部分の整備が済んでいるところになります。こちらも後ほど説明

しますが、植栽花壇があったので、こちらは支障物件として協議会のほうに報

告させていただいたところなのですが、こちらも是正がされて、今は４メート

ルになっているということでございます。 

 続いて、真ん中の黄色いところも同じく拡幅整備が終わっております。こち

らは反対側から見たところになります。 

 こちらにつきましては、先ほど進捗状況の中でもご説明いたしました、ここ

のブロック塀については、近隣の方からちょっと傾いていた状態の危険なブ

ロック塀ということで、なおかつここは通学路でしたので、助成金を使用しま

して、現在、ここは全てが是正された形になっております。 

 続きまして、上の黄色いところも同じように申請中から拡幅整備が終わった

ところなのですが、この塀が実は後退ラインに当たってしまっているので、助

成金を使用して塀自体を全部新しくつくり直してもらって、整備が済んだとこ

ろになります。 

 最後に、この部分、以前は未整備だったところから要請が出てきておりまし

て、今はこのような形で整備が済んでおります。 

 その結果、申請中であった３件の整備が済んで、未整備だったものも１件、

拡幅整備が済んでいるという状況になります。 

 続いて、重点整備路線４は申請中のものが２件ございました。そのうち１件

の整備が終わっております。このような形です。こちらはもともと舗装の部分

だったので、道としてはそんなに拡がりはないのですが、整備としては終わっ

たという形になります。その結果、１件申請中のものの整備が済んだというこ

とになります。 

 続いて、支障物件の取組状況ですが、先ほど課長から説明がありました、継

続的に行っている３件についてご紹介いたします。 
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 まず１件目、先ほどの車止めについて、令和２年の２月に拡幅工事が完了し

たので、こちらについては支障物件の是正がされたということでございます。 

 続いて、その向かいにある、こちらもよくご紹介させていただく、プラン

ターがいっぱい置かれた部分につきましては、昨年の 11 月、拡幅整備に向け

ての事前協議の依頼をしていたところですが、今年の６月、土地所有者から事

前協議には応じないということで、拡幅整備はできないという回答を頂いてお

ります。今後の取組につきましては、この後、課長のほうから詳しくご説明を

させていただきます。 

 続きまして、重点整備路線３です。こちらの花壇は重点整備路線に当たって

いたのですが、昨年、拡幅についての協力の了承が得られておりますので、今

年改めてもう一回お話をさせていただいて、今後、整備に向けて進めていくと

ころになります。 

 そのほかの支障物件の場所なのですけれども、重点整備路線１については車

止めについて支障物件に該当していたのですが、こちらのお宅については建替

えを予定しているということでございましたので、建替えに合わせて拡幅整備

をしていく形になります。 

 あと、重点整備路線３です。こちらも車止めと、ちょっと見づらいのですけ

れども、後ろのほうに花壇があります。こちらについては今申請を頂いている

ところなので、今年度、拡幅整備に向けてお話をさせていただくことになりま

す。 

 主に支障物件の是正の事例ということで、まず、重点整備路線３です。先ほ

どの花壇について支障物件の是正が行われておりますので、ご報告をいたしま

す。 

 あと、和田三丁目は先ほどの実施状況の報告書の中にございましたが、同じ

ように花壇が結構張り出していたものなのですが、こちらも是正が終わってお

ります。 

 私からは以上となります。 

狭あい道路整備課長 それでは、またスクリーンを使わせていただきます。 

 次に、昨年度の答申を踏まえた令和２年度の取組状況について説明させてい

ただきます。 

 協議会からの答申では、条例改正以降、各施策の取組におきまして、条例の

目的に沿った実績が着実に積み上げられており、引き続き現条例の下、拡幅整
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備事業に取り組んでいくべきとしながらも、特に重点整備路線や支障物件の取

組状況に課題を生じていることに対し、条例の柔軟な運用も考慮しながら取組

の強化を図るべきとの意見を頂いております。 

 区では、協議会からの答申を踏まえまして、重点整備路線や支障物件の取組

の強化を図るため、条例施行規則の改正や支障物件設置の禁止に関する取扱要

領の策定を行ったところでございます。 

 初めに、私からは重点整備路線における取組の強化について説明させていた

だきます。配付資料の「狭あい道路の拡幅に関する条例施行規則」を御覧くだ

さい。 

 こちらの施行規則は、令和２年３月 31 日に条例規則を改正しまして、第９

条第２項に、「区長は、条例第３条の規定による事前協議をしようとするもの

に対し、道路中心に係る位置について、必要に応じ、あらかじめ現地等におい

て示すことができる。」という規定を追加しています。 

 この規定によりまして、事前協議によることなく、区が道路中心位置につい

て、区の主張線として後退用地の土地所有者等へ提示し、事前協議の働きかけ

や支障物件の指導をすることができるようになりました。主張線を用いれば、

拡幅整備についてより詳しい説明が可能となり、拡幅整備へ誘導できる可能性

が向上し、沿道住民より拡幅の申出があった際にも、より迅速な対応が可能に

なると考えています。 

 今年度は、先ほどこちらのスクリーンでも説明しましたが、重点整備路線１、

３、４の路線測量を行いまして、中心線の位置出しを整備し、重点整備路線の

拡幅整備や支障物件の是正を推進してまいりたいと考えています。 

 あと、先ほど担当より説明のあった重点整備路線１の支障物件、これはマン

ションの脇にプランターが置いてある箇所ですが、今般、支障物件設置の禁止

に関する取扱要領を策定しましたので、今後、この要領に基づきまして勧告に

向けた手続を進めていきたいと考えています。これは、委員の皆様には以前か

らも協議会では説明させていただいていますけれども、やはり地権者の方から

区の要望には応じられないということで話を頂いていますので、区としまして

はこちらの要領に基づいて手続を進めさせていただきたいと考えています。 

 こちらの取扱要領の詳しい内容につきましては、後ほど担当より説明をさせ

ていただきます。 

 次に、支障物件の取組の強化について説明させていただきます。支障物件の
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勧告につきましては現在までまだ一度も行っておりませんが、協議会からは勧

告、さらには命令及び公表もあり得ることを改めて意識し、指導を進められる

ことを望むとの意見を頂いております。 

 今般、支障物件の指導を巡り、実効性のあるものとするよう、勧告、命令、

公表などの時期、手順を明確にするために、支障物件設置の禁止に関する取扱

要領を策定しましたので、担当より説明させていただきます。 

狭あい道路整備推進係長 よろしくお願いいたします。 

 お手持ちの資料の中に、昨年度お配りした「支障物件に対する取組の流れ」

のフロー図がございますけれども、そちらと、今回配らせていただいた「杉並

区狭あい道路支障物件設置の禁止に関する取扱要領」、この２つを御覧いただ

きながらご説明させていただきたいと思います。 

 フロー図については支障物件に対する手順と時期を明確にするために前回作

成しましたけれども、要領についても策定いたしまして、４月１日から施行い

たしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、〇〇会長と〇〇委員も新しくいらっしゃったということで、このフ

ロー図のほうを改めて説明させていただきたいと思います。 

 まず、このフロー図で、支障物件に対する事案が発生して、パトロールや区

民による情報提供に対しては、後退用地上に花壇、自動販売機、あるいはバリ

カー、そういったものがあると我々は現場へ行きまして、後退用地上か否かの

調査、あと設置者の特定をいたしまして、その後、赤い線に沿って口頭による

禁止規定の説明、指導、助言をしまして、それでもし「分かりました」という

ことで素直に応じていただければ、この左側の青いほうの助言に従って支障物

がなくなる。これが一番好ましいことなのですけれども、それでも指導、助言

に従わない場合は、赤い矢印のとおり勧告へ行って、勧告に従わないと命令、

命令にも従わなければ、今度は氏名と違反内容の公表に進んで、それでもまだ

従わない場合には、最終的に行政代執行手続によって区のほうで除去するとい

う流れになっております。 

 最初にオレンジのラインがありますけれども、後退用地上に設置されたもの

が、区のほうとしても、これは除去できるものかできないものかちょっと悩む

ような物件がありまして、実はこれは桜の木が１件、重点整備路線で前回あり

まして、この桜の木はどうだろうと。樹齢も大分長くて、地元住民からも保存

してほしいと。これは、道路上だからといってすぐによけなさいとやっていい
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のかというところで区のほうでも判断に迷いましたので、本協議会への重点整

備路線の指定に関する諮問の際にご意見を伺い、答申の結果、桜の木は残置す

るのはやむを得ないだろうということで認められた物件が１つございます。 

 そういったことで、区で迷って、あるいは協議会への諮問の中でもやはりこ

れは認められないねということになれば、またオレンジの矢印の左に戻って、

また区が粛々と指導をしていくと。それで、赤い線に従っていくということで

あります。 

 今までは、一番左側のおおむねどれぐらいでこれをやるのだというところが

不明確なところがありましたので、前回、それを受けて、指導するのだけれど

も、なかなか言うことを聞かないねということになれば、事案発生からおおむ

ね６か月で勧告をしようではないかと。勧告でも従わない場合には、命令まで

プラス４か月で 10 か月。命令にも従わない場合には、氏名等の公表まではさ

らに５か月加える。そして、公表から最終的な代執行までおおむね３か月加え

て 18 か月、当初事案発生から最終的な行政代執行までそういった期間を設け

て、一定の公表をして公平感を持ってやりたいというところでこのフロー図が

書かれております。 

 そのフロー図と新しくつくった取扱要領を見ますと、まず、取扱要領は、第

１条の「目的」から第６条の「助言・指導」までに定義や確認事項などが書か

れておりまして、第７条で「勧告」について記載しております。その第４項で、

勧告に至るまでのおおよその期間を記載しております。 

 また、フロー図にありますとおり、条例による協議会への諮問は薄い青で

塗った部分についてでございまして、今まで勧告と命令に関しては協議会への

報告・意見の聴取は行う規定になっておりませんでしたが、第７条第３項と

「命令」に関する第８条第３項で、区長は協議会に報告し、意見を聴取できる

という規定を設けました。それを織り込んだフロー図になっております。 

 また、第８条第４項では、命令に至るまでのおおむねの期間を記載しており

ます。 

 以下、第９条の氏名や違反内容などの「公表」について、第 10 条で「行政

代執行」について記載しております。 

 フロー図には代執行の手続の着手までおおむね３か月と記載しておりますが、

これは協議会で諮って、代執行の必要性ありと答申を頂くまでの期間でござい

ます。その後の執行については、行政代執行法により手順を追って進めていく
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ことになります。 

 あと１点、フロー図の真ん中に「命令」というのがございますけれども、こ

こからが行政処分ということになります。措置命令書を相手に出した後、ここ

から命令になりますので、３か月以内に審査請求、あるいは５か月以内に訴訟

の提起というのがございます。また、両方を足していくと約１年間ということ

で、もうそれが起きてしまうと、その後の予定は大きく変わることになってし

まいます。 

 フロー図には、命令から公表に５か月とありますけれども、さすがに訴訟提

起の期限を１年待つというわけにもいかないですが、その指導の雰囲気といい

ますか、相手の態度とか、そういったものを見ながらの対応にはなると思われ

ます。 

 要領とフロー図の説明については以上でございます。 

狭あい道路整備課長 次に、その他の取組について説明させていただきます。 

 これは資料にはないのですけれども、区では、平成 29 年度に公表しました

地震被害シミュレーションで火災延焼リスクが高いと想定された地区を対象に、

実態調査を３か年で計画的に実施した上で、順次、対象者を戸別訪問し、積極

的に区民の協力を求め、拡幅整備を推進しています。現在、松ノ木地区におき

まして事業を進めておりますので、担当より説明させていただきます。 

狭あい道路整備推進係長 簡単に、松ノ木地区の取組について引き続き説明させていただきます。 

 こちらは、新たに指定された整備地区ということで、この地区の中の松ノ木

一丁目から三丁目でございます。 

 松ノ木一丁目から三丁目の地区に対しては、昨年度の現況調査と住民意向調

査に基づいて、現在、拡幅整備に向け、約150件に対して戸別訪問を行ってい

るところでございます。新型コロナウイルスの影響で、４月から５月にかけま

しては地域になかなか入っていけなくて、出おくれ感は否めないのですけれど

も、先月から本格的に戸別訪問を実施しまして、現在、約 60戸訪問し、10件

の協議書の提出を受けております。 

 また、今年度も引き続き委託により堀ノ内二丁目、三丁目の現況調査を行っ

て、さらに残りの３地区については引き続きその後また行っていきたいという

流れが現在の新たな整備地区の取組ということになっています。以上でござい

ます。 

狭あい道路整備課長 最後に私から、危険ブロック塀等の安全対策助成の取組について説明させ
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ていただきます。 

 狭あい道路整備課では、平成 30 年６月の大阪府北部地震のブロック塀の倒

壊事故を受けまして、緊急安全対策として、平成30年11月に、狭あい道路の

うち通学路を対象に拡幅整備に伴う危険ブロック塀等の除却や築造費に対し助

成制度を創設してございます。 

 この制度は令和元年度までの時限的な制度で、実績は６件ございました。し

かしながら、通学路以外にも危険ブロック塀等が存在します。解消には至って

おりませんので、今年度から制度を拡充しまして、これも時限的で５年間とい

うことなのですが、対象を区内全域の２項道路といたしました。これは既に４

件の実績がございます。 

 これで、昨年度の取組と今年度の取組についての説明は以上となります。 

会長       ありがとうございました。 

 もう時間が４時 20 分ぐらいで、今日予定時間としては５時ぐらいをおおむ

ねのめどとしたいということですから、あと40分弱ぐらいのお時間ですが。 

 去年の取組実績と、それから今年度、もう数か月たっているのですが、そう

いう中での取組とこれからの予定。特に今日諮られているのは、１つは今日決

めたほうがいいのかもしれないのですけれども、例のマンションのプランター

について勧告の方向に動く可能性もあって、これは協議会の意見を聞いた上で

ということもあるので、それを後で具体的に諮りたいと思うのですが、それ以

外も含めて今までのところでご意見、ご質問等があればぜひ頂ければと思いま

す。よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

委員       前回の協議会のときから今日までの間で、ご担当のほうで大分努力されてき

ている足跡が非常に今日のご報告でよく見えて、大変ご苦労をおかけしている

なということが分かりました。ありがとうございました。なお引き続き頑張っ

ていただればと、私は期待をしております。 

副会長      コロナと同じで、公的強制力があまりないにもかかわらず、今、〇〇委員の

おっしゃるように着々と実績を上げてきたということは大変すばらしいことだ

なと思っています。 

 この実施状況の１ページを見ますと、取組の中の「区全域」というところが

ございまして、令和元年は測量件数とか整備延長が、前年度、前々年度に比べ

て減っているのですけれども、工事費とか測量費は増えているのですが、これ

はどういうことが原因なのでしょうか。 
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狭あい道路整備推進係主査  一番大きいのが労務単価の高騰ということで、工事の中の人件費が上がっ

ているので、その結果、１件当たりの工事の金額がそもそも大きくなっている

ということがございます。そこが一番大きいところかと思います。 

会長       要は単価が上がったということですね。 

副会長      労務単価が上がっていると。 

狭あい道路整備推進係主査 そうです。 

副会長      それともう１点ですが、今回、支障物件に対する取組の流れとか、取扱要領

ができましたので、これで拝見しますと、事案発生から実施までおおむね６か

月で勧告を出すということになっていますよね。これまで一度も勧告って出し

たことがないですよね。ありますか。 

狭あい道路整備課長 先ほど説明いたしましたように、一度もまだ勧告まで至っていません。 

副会長      ないですよね。だけれども、今回、こういう取扱要領ができますと、もう６

か月たつと、原則としては勧告を出さざるを得ないような形に追い込まれてい

きますよね。そうすると、これからは勧告をどんどん出すという積極姿勢に変

わるということなのでしょうか。 

狭あい道路整備課長 先ほど説明しましたように、まずは重点整備路線の中心線を出して整備し

ます。協議していないところですと後退位置がまだ決まっていませんので、そ

れをもとに今回、規則を改正して、区のほうから主張線を出して、それを沿道

の方に提示して交渉できるようにしました。 

 ただ、今まで、平成元年以前だとか、協議していないところとか、そういう

ところは後退線が確定していませんので、今回はまずは重点整備路線からそう

いったものを徐々にやっていこうというところで、当然、後退線の位置が出れ

ば支障物件に対しても強く指導できますので、今回は重点整備路線の１のマン

ションのところのプランターを、これまでも長期化していましたけれども、規

則を改正して、要領もつくりまして、それをもとにやっていこうかなと考えて

います。順次やっていこうと思っています。 

委員       さっき申し上げたように、前年度の協議会から今日までの間に非常に大きく

進捗したというか、進んだのは、まずこの取扱要領を定めたと。これは区が攻

めて出るよという姿勢をはっきり示したということで、これが一番ここの進捗

の大きな一歩というかね。 

 今まで協議会として取り扱ってきた、あるいは条例そのものの位置づけとし

てやってきたことの中から、今までは受け身で、新築等が行われるときに狭あ
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い道路の解決ができると扱ってきたものが、受け身ではなくて、攻めて出るよ

というのをはっきり制度的につくったことが大きいので、この取扱要領を行政

として独自に定められるという姿勢の大きな変化だと私は理解をして、できれ

ばどういう背景で今までより踏み込むようになったのかというあたりのお話を

ちょっと聞かせていただけるとうれしいかなと思うのですね。 

会長       かなり思想的なところといいますか、行政スタンスとしてこういう取組の流

れというか、取扱要領も含めて。条例を読む限りでは、条例だけでは具体的な

アクションが書いていないですけれども、この要領と流れのフロー図でいくと、

これ見る限り事務的にも流れがはっきり整理されていますよね。そういったも

のが、庁内的にもこういうことでいこうという合意がとれた何か背景とか、庁

内議論がもしあればお教えいただければ……。読む限り、協議会のほうからそ

ういうのをちゃんとやれというご意見が大分出ていたと思うのですけれども、

それが行政の中でどう受け止められてこうなったか、ちょっとわかる範囲で。 

狭あい道路整備課長 先ほども説明させていただきましたけれども、平成 28 年に条例改正して、

それ以降、事前協議を行い、自主整備であっても空間を確保されている状況も

確認させていただいております。条例改正以前のまだ道路状になっていない部

分については、長期間たってしまうと、プランターとかを置かれてしまうとい

う現状がございました。 

 それについては、過去に事前協議をしていれば、区のほうも当然、後退位置

については協議しているから、要望等があればすんなり対応ができたのですけ

れども、なかなか古いところはそういった中心線といいますか、後退位置がま

だ協議できていない部分もあるので、あくまでもそういった要望がきたときは、

これまで区は事前協議をさせてくださいということでお願いしていたのですけ

れども、相手から拒まれてしまうともうそれで終わってしまうので、本来、条

例の趣旨から言うとそれで勧告等はできるのでしょうけれども、ただ、区の主

張線をもって指導していくことが大事だと考えましたので、今回整備しました

ので、重点整備路線から順次やっていきたいと。 

 また、これまで要望を受けた中でも、なかなか相手が事前協議をしていただ

けないと、もうそれで滞ってしまっているケースもあるのですけれども、中に

は写真の事例みたいに拡幅に協力していただいて、それも長い時間かかるので

すけれども、先ほど紹介させていただいた助成制度がかなりセールスポイント

になっていますので、協力もしていただきやすいということがあります。 
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 条例改正以前のものは大きな課題と認識していますので、今回、こういった

規則の改正とか、要領を制定しましたので、それをもって今後取り組んでいき

たいという決意表明といいますか、区の考えでございます。 

土木担当部長   区としてもこれまで支障物件に対しては粘り強く合意が得られるまで交渉を

重ねてきたのですけれども、下がっていただけるところと、嫌だよと言うこと

を聞いていただけないところと不公平感がある。何回言っても聞いていただけ

ないところだけが残ってきていると、さすがに進み方も遅々として、年に数件

ずつの支障物件の撤去ということになります。 

 これからどんどん地区の調査を進めていく中では、こうやって支障物件の数

も詳細に分かってくるものですから、ある程度こういうシステム的な流れに乗

せてやっていかないと、これから進み方が目に見えて進んでこないということ

で、条例上、せっかくこういうルールを作っておりますので、それを有効に活

用できるように、今回、要領等を作成させていただいて、これに乗せて進めて

いきたいという姿勢をとっております。よろしくお願いします。 

委員       私も協議会でいろいろ議論をしている中で、弁護士先生のお３方の委員の方

から、ある程度踏み込んでやるべきことはやっていくべしとかなり強くずっと

言い続けていただいてきました。私は建築の立場で言うと、今の基準法の置か

れているような状況からすれば、なかなかこれに攻め込んでいくというのは、

つっかえ棒がないと難しいよねというので、まあ仕方がないかなという見方を

してきていたのですけれども、粘り強く法的な立場からもう少し踏み込んでい

けるようにと。測量を行って主張線を明らかにしていくという手続を具体化し

たことが、この狭あい道路の取扱に関する区の政策としては非常に大きな一歩

だったと私は高く評価をしたいと思うので、このことは特によかったなと思っ

ていますので、ありがとうございました。 

会長       今、主張線という話があって、今日配られている前回の議事録には、主張線

なのか、点なのか、線なのか、大分いろいろな議論がここの中でもあったよう

です。主張線ができるようになって、今回の案件も主張線を測量されて、区と

してはここが後退の線ですよという主張をされる線、それを相手に協議の中で

示されて、具体的な場ではどんなリアクションがありますかね。 

 要するに、今までは中心から下がってくださいぐらいしか言えなかったのが、

具体的な図面で、ここですから、これが当たっていますねというご説明が多分

できるわけですよね。そこら辺の相手とのやりとりはどんな感じか、何か現場
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のお話を聞ければ、主張線はどんな効果があるかというのがもう少し見えるよ

うな気もするのですけれども。 

狭あい道路整備課長 これまでは区が主張線をもって交渉した例はないのですね。先ほど試行的

に重点路線の２については、後退用地と思われるところに車止めだとか自販機

があるというところで、協議会では重点整備路線には支障物件がないというこ

とにしてあるのですが、それも対象にしたらいかがかという議論もございまし

たので、あらかじめ試行的に区のほうで出して、それで沿道の店舗に交渉に行

きました。 

 当然、重点整備路線２に関してはもう２か所建築確認が取られていますので、

一部まだ完全には後退していませんけれども、線を結べばほぼ後退位置がわか

る部分もあるのですけれども、とりあえず区が主張線を見せて、相手にはお渡

ししていないのですけれども、そういった指導はしてきました。協議の手続に

乗っかってくると区も主張線を出しますけれども、いきなり主張線をもってお

宅のは支障物件だから違反ですよという、そういう荒っぽいやり方はこれまで

はやっていません。 

会長       あくまでも交渉をやられてですね。 

狭あい道路整備課長 ただ、区民の方から要望を受けたところは、近隣の下がり具合とか、そう

いうのを見ながら話はさせていただきますけれども、具体的にもうこの線だと

いう、相手の土地に対して具体的な線を明示するということはやっていません。 

会長       例えば今日話題になっている重点路線の１、集合住宅の前のプランターが、

交渉しているのだけれども、本人からは拒否されたという、それのプロセスの

中で、あなたのプランターは当たっていますよというのは主張線をお出しに

なって協議されているのか、そういう図面はなくて話だけでされているのか、

その辺は……。 

狭あい道路整備課長 マンションの後退部分は自主整備で、アスファルト舗装ではなくてタイル

張りになっていますので、当然、後退位置はある程度認識されて建築されてい

るのですけれども、そこの道路が狭いので、ちょうどパールセンターの商店街

にトラックだとか、商品を搬入する車の通り道になっているみたいで、それが

自分の塀にぶつかったり、電柱もそばにありますので、よけるとちょうど人が

通っていたりすると交通安全上の問題で危険な状態になったり、日々様々な問

題がある中で自主的に置かれたと聞いています。 

会長       では、こちらの説明がなくても、本人はわかっているということですね。 
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狭あい道路整備課長 一応そうですね。建築したときはわかって、後退されています。ただ、道

路上には空間は空いていましたけれども、完全にアスファルトで一体的には

なっていません。でも、後退位置については、おおむねこれまでも相手方が理

解する中での交渉でしたので、今回は中心線、後退位置を整備して再度話をし

ていこうかなと思います。 

委員       今のお話、私も前にいろいろお話はしてきたのだけれども、建築基準法上の

敷地と道路の境界線の位置をどうやって特定するのかというあたりの話と、今

の主張線のもとになる道路の中心線はここなのだよというのを客観的に示すこ

ととの間ではかなり法的なきわどい話が存在するわけで、基準法上の道路と敷

地の境界線と今の主張線が大体合致していく方向ですり合わせがきいていくよ

うに働いてくれるといいなと。 

 逆に言うと、基準法行政とのすり合わせを間違えないようにというか、踏み

越さないように上手にやっていかないと、後で法的な問題が残るおそれもない

とは言えないと思うので、そこら辺が少し気になるところではあるのです。こ

れから前に進んでいく大きな腰の座り方ができたのではないかなという感じは

理解しているのですけれども。 

会長       今、法的な問題で、〇〇先生、何かこの問題に関して感想とか、ご意見があ

れば。基準法とうまく調整をしながらという〇〇さんのご意見なのですけれど

も。 

委員       その点が非常に難しい点で、前回にも議論があったところですし、私は、こ

の支障物件に対する取組はやはりある程度の時間的な感覚をもってやったほう

がいいのではないかという意見は前からお出しさせていただいていて、それは

杉並区として狭あい道路を解消しようということでなさっている以上、公平的

に対応することは非常に大事なことだと思います。ここの人にはやるけれども、

この人にはやらないとか、そういうのがあるとかえって不公平を生むと思うの

ですよね。 

 なので、公平的に対応するために、今回、このような要領を作っていただい

たり、その流れとして、前回、時間軸が大事なのではないかと申し上げていて、

それを示していただいたのは、だんだんこういうふうに次から次へと対応して

いくことになって、勧告ですとか、命令とかを出すたびにこちらにもかけてい

ただくことをして、公平性の観点とか、法的な手続上の問題点がないのかとか、

そういう取組をすることによって相手方の反発はどういうことが想定されるの
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かとか、それに基づいてどんな法的な問題が生じ得るのかということは一緒に

考えながら進めていくことが恐らく大事なのだろうと思うのですよね。だから、

そこは丁寧に丁寧にやるということが、何かしらの反発は絶対あるでしょうし、

全部がうまくいくのは難しいとは思うのですけれども、なるべくそういうこと

を少なくするための知恵を持ち寄るのが大事かなと思っています。 

 ただ、ここも重点整備路線として取り組み始めてしばらくたっていて、その

段階から支障物件であるということは、皆さんそうだという状況は何年か変わ

らないわけで、この間、非常に積極的に取り組んでいただいて、交渉を粘り強

くしていただいているのはすごくよく分かっているので、そういうことをやっ

た上でやっているのですということが区民とかにもちゃんと伝わることも大事

だと思うのですね。一方的に決めつけて、どこかだけを狙い撃ちしているので

はないとか、何のためにこれをやりたいと思っているのかということをちゃん

と後づけられることが大事だと思うので、そこら辺を確保しながら慎重に、た

だ、あまりのんびり過ぎないで進めることが大事かなとは思っております。 

狭あい道路整備課長 今年度重点整備路線３路線の区の主張線を整備していきます。それは路線

でやっていきますので、狙い撃ちではなくて、ほかの下がっていないところの

意向確認も含めて沿道の方には話をしていきたいと思っています。 

委員       〇〇先生がおっしゃっていたように、あれだけきれいに下がった実績、よく

ここをこんなにきれいにできたな、すばらしいなと私も思いました。そういう

ふうに任意的にやっていただけるのが一番理想的であろうし、余計な衝突がな

くて一番いいというのはそのとおりだと思います。皆さんがどれだけ努力な

さったかということはまさにそのとおりだなと思うのですけれども、ほかとの

観点からも考えたときに、やるべきことをやるというところを進めるのもまた

責任の１つかなと思います。 

会長       今、〇〇委員のお話で私が重要だと感じたのが、このテーブルで今パワーポ

イントを見て、従前、従後、こんなにきれいになったというのは、我々は今目

の前で見たのですが、実は区民の方はこんな情報はあまり知らないですよね。

個人のお宅ですから、個人情報の問題があるから、どこまで同じように出せる

かの問題はあるかもしれないのだけれども、こういう制度があって、区でこう

いう取組をして、今まで建物をつくるときのセットバック以外でもこういう取

組できれいになっている、徐々に進んでいるのですよみたいなのを、広報とか、

何か地域の人に知らせることがものすごく大事だと思うのですよね。何かそう
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いう計画はおありなのですか。今やっていることをもうちょっと区民に知らせ

るような取組といいますかね。 

狭あい道路整備課長 まず、現場１つ１つは、協力いただいた相手方が下がれば、そこのブロッ

クの上にプレートを張って、それは近所の方にもすごいアピールになると思い

ます。あと、これまでの取組状況も毎年こちらの実績をまとめて、その後に広

報すぎなみでも区民の方には公表してきています。あとは各種イベントがござ

います。すぎなみフェスタとか、防災関連のイベントもございます。そういう

ときも区民の方に狭あい道路の課題だとか、拡幅の必要性については職員が一

生懸命説明して、理解していただくように努力しているところでございます。 

会長       僕はビジュアルに分かりやすく見えるのが非常に区民には分かりいいかなと

思って。既に取り組まれているならいいと思うのですけれども、なるべく広く

知っていただくのがいいかなとは思いますね。 

狭あい道路整備課長 昨年度も区長と一般区民の方、公募で 10 人弱の方なのですけれども、狭あ

い道路をテーマに話合いをさせていただきました。家の建替え等でセットバッ

クしなくてはいけないというのを理解されて家の建替えをされた方は分かるの

ですけれども、来られた方でまだ知らない方も結構いらっしゃって、区民全体

に周知するのはなかなか難しいかなと。区民意向調査でも狭あい道路の拡幅整

備事業については 10 数％の周知率しかなかったので、そこら辺は課題かなと

思っています。あらゆる機会を通じてＰＲをしていきたいと考えています。 

会長       ありがとうございました。 

 ほかに今日の資料に関連してご質問、ご意見がございましたら。よろしいで

すか。 

 では、あと 10 分ぐらいなのですが、今日の取扱いで、支障物件で重点路線

１のプランターがある方に区が何度も協議はされているのだけれども、本人か

らあまり賛同されないというリアクションが現時点の最新の情報だというのが

あったのですが、今後の取組はどう考えればいいのですかね。 

 今日頂いたフローチャートがございますね。このフローチャートの今後の取

組の流れで、一番上から「事案発生」があって、設置者が誰かというのも分

かっているわけですよね。説明もその下の四角のボックスで言えば、口頭でど

うですかという話はされているという中で、この右側に「協議会への諮問」と

書いてあるのですが、今日は諮問されていないような気もするのですけれども、

これの取扱いはどういうふうに。マンションのプランターの方はこの図の中で
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言うと今どの辺に位置して、この協議会との関係ではどう考えればいいので

しょうか。 

狭あい道路整備課長 これまでも協議会にはこちらの案件については何度か紹介させていただい

ております。正式な手続を踏めば、諮問、答申という形を取りたいのですが、

ここについては十分話合いは進めてきています。まだ令和元年度のときは先ほ

どの中心線も出していませんし、要領も定めていませんし、規則も改正してい

なかったので、今回はそこら辺をしっかりアナウンスして、電話では常に連絡

はとれていますので、まずは文書を出して勧告に向けていきたいなと。その前

に協議会の皆さんにご承認いただければと思っています。 

会長       というような取組を今後、ここで言う勧告の前ではないと思うのですけれど

も、ちょっと前の段階なのですが、そういう取組を、区のほうで今後地権者の

方と協議を進めるということに関する協議会として了解でしょうか。 

委員       この流れで言うと、勧告の１つの上の「協議会への報告」というところには

まだ至っていないと理解すればいいわけですよね。その赤で書いてある「指導、

助言に従わない場合」で、まだ従っていないのだけれども、どうしようと言っ

ているのが今の状況ですよね。 

土木担当部長   中心線を測量した上で、次回の協議会にこの勧告について諮らせていただき

たいと思います。 

会長       では、今日はこの勧告の直前にある「協議会への報告・意見聴取」ではなく

て、これが次回ということですね。予定でいけば。まあ、本人にちゃんと伝

わってくれれば、そこはいかないでしょうけれども。 

土木担当部長   こちらのレールに乗せる最初の事例ということで、今後、先ほどお話しした

ように、不公平感がないように、どれぐらい、箇所数はすごくあるのですね。

どういうところを乗せていくかというのはご議論いただきたいと思っておりま

す。これが抑止力になれば、公表、代執行にいく手前で是正されれば一番いい

のですけれども、あまりにもレールに乗せ過ぎて、箇所数が多くなって何十件

も、これに乗っても平気なんだなんてならないように、うまくこのルールが機

能すればいいかなと思っております。 

委員       全部代執行に乗せるわけにはいかないですからね。それは費用がかかる……。 

土木担当部長   手間ばっかりで、実際の成果との見合いがどうかというところが。 

副会長      勧告だって、本来、１件、２件しか出せないと思うのですね。最初のうちは

ですね。 
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 それで、諮問というのは当然文書でいただけるものなのですよね。どうなの

ですか。 

土木担当部長   諮問の形式等々がある文書で諮問して、それで答申を頂くと。 

会長       そうすると、諮問があったかどうかはっきりするのですけれども。 

     気になるのが、条例の第２条の４というのがあって、支障物件の設置の禁止

に関して、さっき桜の木がありましたけれども、このプランターは支障物件だ

よと。いや、そうではないのではないかという、それが多分、９条の２の協議

会は区長の諮問において答申するというのがあって、２条の４の禁止に関する

事項ですね。だから、今の２条の４で、要するにこれは支障物件ではないので

はないとこの協議会が判断する場合に諮問は要るということで、これは支障物

件だと協議会としてもみんな認識していれば、この諮問がそれでも要るかどう

かの判断なのですけれども。一応諮問したのだけれども、協議会はこれは支障

物件だという判断でいいよというふうにいるのかどうか、この条例は。そこは

ちょっと僕は分からなくて。 

狭あい道路係主査 ご説明いたしますと、条例上、協議会に諮問、答申をするのは公表を行う前

です。先ほど会長がおっしゃられたとおり、一番上にある「協議会への諮問」、

勧告のちょっと上にある青い枠については、支障物件かどうかの疑義がある場

合、先ほどちょっと説明の中にもありました３号路線の桜の木みたいに、後退

用地内に確かにあるものなのですけれども、地域の方から愛されているですと

か、長いことずっと置かれているものについて、支障物件かどうかについての

諮問がここの上の部分でございます。 

 先ほどの１号路線のプランターにつきましては、部長がご説明いたしました

とおり、道路中心線の再現なので、勧告の１つ上の「協議会への報告・意見聴

取」という枠のちょっと上に、「・道路中心線の再現」と書かれているかと思

うのですけれども、今その前の段階、「指導、助言に従わない場合」という状

況になって、今後、１号路線の中心線を主張線として出していきます。その主

張線によって、今後は勧告等に進んでいきますと。その勧告をする前に「協議

会へ報告・意見聴取」という形で、今、部長が説明したとおり、次回か次々回

になってしまうかもしれないのですが、そのタイミングで協議会に、これは勧

告していきたいと区では考えているのですけれどもいかがでしょうかというお

伺いを立てさせていただくというような流れになろうかと思います。 

副会長      だから、この青い「協議会への諮問」というのはちょっと別個なのですね。
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今のご説明ですとね。 

狭あい道路係主査 そうです。会長がおっしゃられたとおり、条例の２条の４の中で、基本的に

後退用地の中では支障物件は置いてはいけませんよとなっているのですが、そ

の後のただし書がございまして、区長が協議会の意見を聞いた上で、これは支

障物件ではないよと認めた場合はこの限りでないという、その協議会の意見を

聞いてというところが諮問という意味になってございます。 

会長       ということは、今回のこのプランターの案件は区長からそういう諮問がない

わけだから、別にここで議論はなくて……。 

狭あい道路係主査 支障物件として今後このレールに乗せていくかいかないかというお話になる

ということです。 

副会長      勧告することについての意見聴取という話になっているわけですね。 

狭あい道路係主査 そういうことです。次回はそういうことになります。 

委員       今のところがちょっとよく分からないのですが、２条の４のただし書という

のは、支障物件を設置してはならないということの例外規定ではないのですか。 

狭あい道路係主査 そうです。 

委員       今のお話だと、支障物件に当たるか否かの判断がただし書以下ということで

すね。支障物件というのは、定義づけのところの２条の６号で定義されている

のではないのですか。 

狭あい道路係主査 説明が不十分で申しわけなかったです。支障物件は支障物件なのですけれど

も、支障物件として、ただし書の部分は、先ほどの勧告だ、命令だという方向

に進むか否かの判断というところですね。 

委員       それはさっきの９条の２項の……。 

狭あい道路係主査 設置の禁止に関する事項をという。 

オブザーバー   ただし書は、まさにさっきの桜の木の話とか、歴史的な木とか、この条例は

〇〇会長がいらした審議会でつくっているのですけれども、そういうものはど

うするのだというご意見がいろいろあって、その中でこの条文をつけたという

ことでございます。確かに支障かもしれませんけれども、それを今撤去してい

いのか、支障物件として乗っけていいのかというのを検討するための条文でご

ざいますので。 

委員       では、９条の２項の１号の「第２条の４の規定による禁止に関する事項」と

いうのは何の禁止なのでしょうか。支障物件を設置してはならないという、そ

の禁止事項ということですか。 
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オブザーバー   支障物件の禁止という項目なので、そういうふうに……。 

会長       これは支障物件ではないということですね。禁止というのは。 

オブザーバー   禁止に関する事項なのだけれども……。 

会長       何か日本語としてはちょっと分かりにくいですね。 

委員       ちょっと明確ではないのですよね。支障物件に該当するかどうかについては

協議会への諮問の対象にならないということですよね、今の話だと。桜の木み

たいな話が支障物件になるかならないかは諮問の対象にはならない……。 

オブザーバー   いえ、諮問の対象になるのです。ですから、それを区長が認めれば協議会の

意見を聞いてというのは諮問ですから。 

委員       支障物件になるかどうかというのはもう条例の規定で決まっているから、判

断する必要はないということですね。 

オブザーバー   支障物件そのものは決まっているのです。 

副会長      ただ、例外を認めるかという話ですよね。 

オブザーバー   そうです。 

委員       ただ、やはり「設置してはならない」に当たるかどうかを判断するというこ

とですか。 

委員       いや、それは判断する必要はないのではないですか。 

オブザーバー   支障物件は支障物件ですから、それは設置してはならないのだけれども、た

だ、今で言えばこのレールに乗せていくかというところで、どうですかと。 

委員       設置してはならないのだけれども、区長が認めたときは諮問をして、除外規

定として、それは支障物件として撤去を求めなければならないという行為はし

なくてもいいというのを適用するのはここに諮問をされなければいけないとい

うことでしょう。さっきの桜の木の話のように、あれは支障物件に間違いない

わけで、判断の余地はないわけですよね。支障物件は設置してはならないのだ

けれども、現にある。それは「ならない規定」なのだけれども、今の２条の４

で、区長が必要であると認めたときは、というその必要があると認めるという

のは諮問の対象になるということでしょう。 

会長       そもそも２条の４は支障物件の設置の禁止。支障物件は第２条の（６）で定

義してあって、条例上、支障物件は基本的に置いてはいけないというのがこの

条例の立てつけだと思うのですよね。その中でも、「ただし」というので、２

条の４で、区長が協議会に諮った場合は例外規定があり得ると。区長が諮らな

いと、例外規定はないということですよね。 
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 今回のこのプランターに関してはその諮問が区長から来ていないから、この

プランターを残してもいいですか、例外規定でいいですかと聞かれたら、それ

はこの会で議論は必須ですけれども、それが聞かれていないので、もうこれは

……。 

委員       そこはこの道はいかないということで。 

会長       要らないという理解でいいですね。 

副会長      スルーしてしまうわけね。 

委員       分かりました。ありがとうございます。 

会長       このフローチャートも同じように書いてあるから、一番上の「協議会への諮

問」の最初のボックスが、何か最初からこれが諮問されて、ここから始まるみ

たいなチャートに見えるので、表現を点々とか、めったにないケースだという。 

委員       オレンジ色というのが特に変わった話なのですよというのがね。 

副会長      この赤線でいけばいいということですよね。 

委員       基本は赤線なのだけれども、特にオレンジの場合という。 

委員       この真っすぐの線の意見の聴取というのは、条例上、特に定めはないという

ことなのですよね。 

狭あい道路係主査 そうです。それを要領で定めています。 

狭あい道路整備課長 そうです。条例上は定めてございませんので。 

委員       勧告前とか命令前はないのですよね。 

会長       多分、フローチャートの一番上の右端の上に「除却等の実施について疑義が

生じる場合」というのが点々でありますよね。その点々のボックスをもう

ちょっと大きく下まで拡げて、その場合に限りこの協議会への諮問というのが

あって、それを協議会で判断した上でというのを欄外のボックスに位置づける

といいのではないですか。本流の流れとはちょっと切り離して。 

土木担当部長   １回右側に矢印が行ってしまっているから、そこの書き方ですね。 

副会長      「協議会への諮問」というのが大きく書いてあるから。小さく書いてあれば

例外とわかるけれども、すごく大きいから。 

委員       支障物件に当たるか当たらないかの判断をする機会があるのかと思って、そ

れはないはずですので、それは明確にしないと……。そこがずれるとなると恣

意的な判断が入ってしまうので、それは絶対にまずいと思うのです。そうでは

ないということですね。分かりました。 

委員       このチャートにすると、このオレンジ色のところだけちょっと特殊な話よと
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くくっておくといいかもしれないね。 

会長       そうですね。では、ちょっとそういう工夫をこのチャートについては。今後、

多分いろんな場面でアピールされるでしょうから、これをやっていないではな

いかと言われると、何か違う話なので。 

 では、一応今日の話はそういう整理ができるのですが、協議会として今日何

か決をとるとかそういうことではなくて、次回の会合で、地主さんがどういう

ふうにこれから対応されるかはありますが、それによっては次回諮られる可能

性があって、そのときは勧告に向かうかどうかの判断をこの会でやるというよ

うな理解でよろしいですかね。ありがとうございます。 

 さて、もう時間が過ぎてしまったのですが、何かご意見はありますでしょう

か。よろしいですか。 

狭あい道路整備課長 分かりました。事務局からは以上でございます。 

会長       どうもありがとうございます。 

 では、今日の次第に用意した議題は全部終わるのですが、これ以外、今日ご

参加の委員の方、もしご意見がございましたらお受けします。今日のところは

よろしいですか。 

 分かりました。では、去年の実績と今年のこれまで、あるいは今後の取組の

ご報告を得て、むしろ〇〇さんからよく頑張ったという激励もありましたよう

に、よく進められていると思いますので、これからもより一層強く推進してい

ただければと思います。 

 あとは、具体的には第１号の勧告が出るかどうか、これは次回の課題になる

ということで、宿題にしたいと思います。 

 では、一応今日の会合としては以上で終わりたいと思います。どうも長時間

ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


